
74―　　―

一
、
は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
老
後
の
資
産
形
成
を
支
援
す
る
制
度

を
第
一
の
脚
（
公
的
年
金
）、
第
二
の
脚
（
企
業
年
金
）、

第
三
の
脚
（
個
人
退
職
勘
定
）
か
ら
な
る
「
三
脚
の
椅

子
」
と
表
現
す
る
。
一
方
、
わ
が
国
で
はiD

eCo
の
拠

出
限
度
額
の
引
上
げ
が
検
討
さ
れ
る
な
ど
、
私
的
年
金
の

役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
公
的
年
金
が
老
後

所
得
の
中
心
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
動

向
を
み
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
資
産
形
成
支
援
制
度
改
革

に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
部
分
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
の
退
職
資
産
の

実
態
と
退
職
所
得
の
税
制
に
関
す
る
学
術
研
究
の
動
向
を

み
て
い
く
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
資
産
形
成
支
援
制
度
の

あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
実
態
を
簡
潔
に

ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

・　

�

世
帯
主
の
退
職
が
近
い
世
帯
の
退
職
資
産
が
増
加
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
に
高
所
得
世
帯
に
発
生
し
て

い
る
。

・　

�
タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド
が
普
及
し
、
投
資
が

ア�

メ
リ
カ
に
お
け
る
家
計
の
退
職
資
産

―
実
態
と
課
税
方
式
に
関
す
る
議
論
―

山　

田　

直　

夫
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簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。

・　
�

課
税
方
式
（
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
と
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
）
に
関
す
る
実

証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
稿
の
議
論
か
ら
得
ら
れ
る
わ
が
国
へ
の
示
唆

に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
と
私
的
年
金
の
役
割
分
担
を
見

直
す
こ
と
、
集
団
的
確
定
拠
出
年
金
（CD

C

：Collective��

D
efined�Contribution�plan

）
に
関
す
る
諸
外
国
の
取

組
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
、
課
税
方
式
に
関
す

る
実
証
的
な
研
究
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
次
の
二
節
で

は
、Investm

ent�Com
pany�Institute

の
資
料
に
基
づ

い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
退
職
資
産
の
全
体
像
を
把
握
す

る
。
続
い
て
三
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
家
計
の
退
職
資
産

に
つ
い
て
議
論
し
て
い
るChen�and�M

unnell�

（2023

）

を
取
り
上
げ
て
、
家
計
の
４
０
１（
ｋ
）や
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
保
有

状
況
を
み
る
。
さ
ら
に
四
節
で
は
、
税
制
に
注
目
し
て
、

課
税
方
式
に
関
す
る
実
証
研
究
を
紹
介
す
る
。
最
後
の
五

節
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
、
わ
が
国
の
資
産

形
成
支
援
制
度
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
退
職
資
産
の
全
体
像

　

こ
こ
で
は
、Investm

ent�Com
pany�Institute

の
資

料
（Q

uarterly�Retirem
ent�M

arket�D
ata

）
に
基
づ

い
て
、
ア
メ
リ
カ
全
体
の
退
職
資
産
の
実
態
を
概
観
す

る
。
そ
し
て
、
総
額
が
三
九
・
九
兆
ド
ル
で
あ
る
こ
と
、

資
産
額
で
み
る
と
Ｉ
Ｒ
Ａ
が
最
も
大
き
な
割
合
を
占
め
て

い
る
こ
と
、
資
産
額
で
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
が
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
を
や

や
上
回
っ
て
い
る
こ
と
、
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
の
中
心
は
４
０
１

（
ｋ
）で
あ
る
こ
と
、
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
す
る
。

　

図
表
１
は
退
職
資
産
総
額
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
二
〇
二
四
年
三
月
末
時
点
の
ア
メ
リ
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カ
に
お
け
る
退
職
資
産
総
額
は
三
九
・
九
兆
ド
ル
で
、
二

〇
一
五
年
一
二
月
末
の
二
四
・
〇
兆
ド
ル
か
ら
一
五
・
九

兆
ド
ル
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
末

時
点
で
は
三
八
・
三
兆
ド
ル
で
あ
っ
た
た
め
、
四
・
三
％

増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
三
九
・
九
兆
ド
ル

と
い
う
金
額
は
ア
メ
リ
カ
の
全
世
帯
金
融
資
産
の
三
三
％

に
相
当
す
る
。

　

総
資
産
の
内
訳
を
み
る
と
、
二
〇
二
四
年
三
月
末
時
点

の
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
資
産
は
一
四
・
三
兆
ド
ル
で
、
退
職
資
産
総

額
に
占
め
る
割
合
は
三
五
・
八
％
で
あ
る
。
以
下
同
様
に

Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
の
資
産
は
一
一
・
一
兆
ド
ル
で
二
七
・
九
％
、

民
間
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
の
資
産
は
三
・
三
兆
ド
ル
で
八
・
三
％
、

政
府
（
州
地
方
政
府
、
連
邦
政
府
）
の
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
の
資

産
は
合
わ
せ
て
八
・
七
兆
ド
ル
で
二
一
・
九
％
、
生
命
保

険
年
金
は
二
・
四
兆
ド
ル
で
六
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

民
間
と
政
府
の
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
を
合
わ
せ
る
と
資
産
は
一

二
・
一
兆
ド
ル
、
退
職
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
は
三

図表１　退職資産総額
� 単位：兆ドル

IRAs
DCプラン 民間

DBプラン
州地方
政府DB
プラン

連邦政府
DBプラン

生命保険
年金 合計

うち401（k）

2015  7.5  6.5 4.4 2.9 3.7 1.5 2.0 24.0
2016  8.0  6.9 4.7 2.9 3.8 1.6 2.1 25.4
2017  9.4  7.9 5.5 3.2 4.3 1.7 2.3 28.9
2018  9.1  7.6 5.2 2.9 4.1 1.8 2.1 27.6
2019 10.9  8.9 6.3 3.3 4.7 1.9 2.4 32.2
2020 12.7 10.0 7.0 3.5 5.2 2.0 2.5 35.8
2021 14.5e 11.1 7.9 3.5 5.9 2.2 2.6 39.7
2022 12.0e 9.2 6.4 2.9 5.4 2.4 2.2 34.2
2023 13.6e 10.6 7.4 3.2 5.9 2.7 2.4 38.3
2024：Q1 14.3e 11.1 7.8 3.3 6.1 2.7 2.4 39.9

（注）�　e は推定値
〔出所〕　Investment�Company�Institute（2024）より作成



77―　　―

アメリカにおける家計の退職資産

〇
・
二
％
と
な
り
、
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
を
や
や
上
回
る
水
準
に

な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
末
か
ら
二
〇
二
四
年
三
月

末
に
か
け
て
の
増
加
率
を
み
る
と
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
五
・
五
％
、

Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
は
五
・
三
％
、
民
間
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
は
三
・

一
％
、
政
府
の
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
は
二
・
〇
％
、
生
命
保
険
年

金
は
三
・
一
％
と
な
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
と
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン

の
増
加
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
４
０
１（
ｋ
）に
注
目
す
る
と
、
二
〇
二
四
年
三
月

末
時
点
の
資
産
は
七
・
八
兆
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｃ

プ
ラ
ン
の
資
産
に
占
め
る
割
合
は
七
〇
・
三
％
で
あ
り
、

４
０
１（
ｋ
）が
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
退
職
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
は
一
九
・

六
％
で
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
末
か
ら
二
〇
二
四
年
三
月

末
に
か
け
て
の
増
加
率
は
五
・
五
％
で
あ
る
。

　

図
表
２
は
、
４
０
１（
ｋ
）で
保
有
さ
れ
て
い
る
資
産
の

推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
二
〇
二
四

図表２　401（ｋ）の資産構成
� 単位：兆ドル

ミューチュアル
ファンド その他 合計

2015 2.8 1.6 4.4

2016 3.0 1.8 4.7

2017 3.5 2.0 5.5

2018 3.3 1.9 5.2

2019 4.0 2.2 6.3

2020 4.4 2.6 7.0

2021 5.0 2.9 7.9

2022 4.1 2.4 6.4

2023 4.8 2.6 7.4

2024:Q1 5.1 2.7 7.8

〔出所〕　Investment�Company�Institute（2024）より作成
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年
三
月
末
時
点
で
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
が

五
・
一
兆
ド
ル
で
、
割
合
で
み
る
と
六
五
％
と
な
っ
て
い

る
。
な
お
、
資
料
を
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
株
式
フ
ァ

ン
ド
が
三
・
〇
兆
ド
ル
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド

を
含
む
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
フ
ァ
ン
ド
が
一
・
四
兆
ド
ル
と

な
っ
て
い
る
。

　

図
表
３
は
Ｉ
Ｒ
Ａ
で
保
有
さ
れ
て
い
る
資
産
の
推
移
を

み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
二
〇
二
四
年
三
月
末

時
点
で
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
が
六
・
二
兆

ド
ル
で
、
割
合
で
み
る
と
四
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
資
料
を
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
株
式
フ
ァ
ン
ド
が

三
・
六
兆
ド
ル
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
フ
ァ
ン
ド
が
一
・
一
兆

ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
資
産
ご
と
に
退
職
資
産
の
実
態
を
み
て
き
た

が
、
最
後
に
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
に
注
目
し
て
み

た
い
。
先
述
し
た
と
お
り
、
４
０
１（
ｋ
）に
お
け
る

ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
は
五
・
一
兆
ド
ル
、
Ｉ
Ｒ
Ａ

図表３　IRAsの資産構成
� 単位：兆ドル

ミューチュアル
ファンド 銀行等 生命保険

会社 その他 合計

2015 3.5 0.5 0.4 3.1  7.5

2016 3.7 0.6 0.4 3.3  8.0

2017 4.3 0.5 0.4 4.2  9.4

2018 4.0 0.6 0.4 4.1  9.1

2019 4.8 0.6 0.5 5.1 10.9

2020 5.5 0.7 0.5 6.0 12.7

2021 6.2 0.7 0.6  7.0e 14.5e

2022 5.1 0.6 0.6  5.7e 12.0e

2023 5.8 0.5 0.6  6.6e 13.6e

2024:Q1 6.2 0.5 0.6  7.0e 14.3e

（注）�　e は推定値
〔出所〕　Investment�Company�Institute（2024）より作成
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に
お
け
る
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
は
六
・
二
兆
ド
ル

で
あ
る
。
４
０
１（
ｋ
）以
外
の
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
の
資
産
は

三
・
三
兆
ド
ル
で
あ
る
が
、
資
料
に
よ
る
と
そ
の
う
ち

ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
は
一
・
三
兆
ド
ル
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
と
Ｄ
Ｃ
プ
ラ
ン
の
資
産
の
う
ち
約
五

〇
％
が
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
、
資
料
に
よ
る
と
生
命
保
険
年
金
の
二
・
四

兆
ド
ル
の
う
ち
一
・
四
兆
ド
ル
は
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ

ン
ド
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
らInvestm

e�

nt�Com
pany�Institute

で
は
、
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
フ
ァ

ン
ド
が
退
職
資
産
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
、
と
し
て
い
る
。

三
、
家
計
の
退
職
資
産

　

Chen�and�M
unnell�

（2023

）は
、連
邦
準
備
制
度
（Fe�

deral�Reserve�System

）
のSurvey�of�Consum

er�

Finances

（
以
下
、
Ｓ
Ｃ
Ｆ
）に
基
づ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の

家
計
の
退
職
資
産
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｃ

Ｆ
は
三
年
ご
と
に
調
査
さ
れ
、
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
は
二
〇
二
二
年
の
調
査
が
最
新
版
に
な
る
。

　

Chen�and�M
unnell�

（2023

）
の
主
な
結
果
の
う
ち

good�new
s

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
動
加

入
制
度
が
普
及
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー

ト
フ
ァ
ン
ド
の
導
入
に
よ
り
投
資
が
簡
素
化
さ
れ
た
こ

と
、
４
０
１（
ｋ
）に
資
産
を
持
つ
高
齢
勤
労
世
帯
（
世
帯

主
年
齢
が
五
五－

六
四
歳
の
世
帯
）
の
４
０
１（
ｋ
）及
び

Ｉ
Ｒ
Ａ
資
産
額
（
中
央
値
）
が
二
〇
一
九
年
と
比
較
し
て

増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、bad�new

s

と
し
て

は
、
高
齢
勤
労
世
帯
の
４
０
１（
ｋ
）へ
の
加
入
率
が
五

二
％
と
低
い
こ
と
、
資
産
額
の
増
加
は
高
所
得
世
帯
で
発

生
し
て
お
り
、
所
得
分
布
の
下
位
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
状

況
は
悪
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、Chen�and�M

un-

nell

（2023
）で
は
、
公
的
年
金
給
付
の
支
払
い
能
力
を
確
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保
す
る
こ
と
が
改
革
の
最
優
先
事
項
で
あ
る
と
し
て
い
る⑴

。

な
お
、こ
こ
で
は
す
べ
て
の
確
定
拠
出
型
年
金
を
４
０
１

（
ｋ
）と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　

以
下
で
は
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
よ
り
詳
し
く
み

て
い
く
。
ま
ず
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
公
的
年
金
の
所
得
代
替

率
が
将
来
的
に
低
下
す
る
こ
と
、
民
間
に
お
い
て
私
的
年

金
が
Ｄ
Ｂ
か
ら
４
０
１（
ｋ
）と
Ｉ
Ｒ
Ａ
に
シ
フ
ト
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
４
０
１（
ｋ
）や
Ｉ
Ｒ
Ａ
と
い
っ
た
退
職
貯

蓄
口
座
が
国
の
退
職
制
度
に
お
い
て
ま
す
ま
す
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
続
い
て
、

二
五
歳
か
ら
六
四
歳
の
労
働
者
の
Ｄ
Ｂ
あ
る
い
は
４
０
１

（
ｋ
）へ
の
加
入
率
は
一
九
八
九
年
か
ら
二
〇
二
二
年
ま
で

一
貫
し
て
ほ
ぼ
五
〇
％
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る⑵

。
ま
た
、
自
動
加
入
制
度
が
プ
ラ
ン
へ
の
加
入
率
上
昇

に
寄
与
す
る
と
い
う
学
術
研
究
が
多
数
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
な
が
ら
、二
〇
〇
六
年
年
金
保
護
法（Pension�Protec�

tion�A
ct�of�2006,�PPA

）の
施
行
後
に
自
動
加
入
制
度

を
導
入
す
る
プ
ラ
ン
が
大
幅
に
増
加
し
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
加
入
者
が
自
分
の
資
金
を
ど
の
よ
う
に
投

資
す
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
が
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド
の
登
場
に
よ

り
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
レ
ポ
ー
ト
で
は
４
０
１（
ｋ
）と
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
資

産
額
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
る
。
図
表
４
は
４
０
１（
ｋ
）

に
資
産
を
保
有
し
て
い
る
勤
労
世
帯
の
４
０
１（
ｋ
）及
び

Ｉ
Ｒ
Ａ
の
資
産
額
（
中
央
値
）
を
世
帯
主
の
年
齢
階
級
別

に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
退
職
が
近
い
五
五－

六
四
歳
の

世
帯
の
資
産
額
は
、
二
〇
一
六
年
は
一
三
五
、
〇
〇
〇
ド

ル
、
二
〇
一
九
年
は
一
四
四
、
〇
〇
〇
ド
ル
、
二
〇
二
二

年
は
二
〇
四
、
〇
〇
〇
ド
ル
と
い
う
よ
う
に
増
加
し
て
い

る
。
し
か
し
、
筆
者
達
に
よ
る
と
二
〇
四
、
〇
〇
〇
ド
ル

と
い
う
金
額
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
も

し
夫
婦
が
二
〇
四
、
〇
〇
〇
ド
ル
でJoint�and�Surviv�

or�A
nnuity

（
一
方
の
配
偶
者
が
亡
く
な
っ
て
も
支
払
い
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が
続
く
タ
イ
プ
の
年
金
）
を
購
入
す
る
と
、
月
額
一
、
一

〇
〇
ド
ル
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
典
型

的
な
家
計
は
４
０
１（
ｋ
）以
外
の
金
融
資
産
を
保
有
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
四
五－

五
四
歳
の
世
帯
の

４
０
１（
ｋ
）及
び
Ｉ
Ｒ
Ａ
資
産
額
の
中
央
値
は
、
二
〇
一

九
年
か
ら
二
〇
二
二
年
に
か
け
て
は
一
〇
五
、
八
〇
〇
ド

ル
か
ら
一
一
九
、
〇
〇
〇
ド
ル
に
増
加
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
増
加
率
は
イ
ン
フ
レ
率
を
下
回
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
最
年
少
の
グ
ル
ー
プ
（
三
五－

四
四
歳
の
世
帯
）

の
資
産
額
は
、
二
〇
一
九
年
が
六
三
、
五
〇
〇
ド
ル
な
の

に
対
し
て
二
〇
二
二
年
は
五
〇
、
〇
〇
〇
ド
ル
で
、
名
目

値
で
減
少
し
て
い
る
。

　

図
表
５
は
、世
帯
主
の
年
齢
が
五
五－

六
四
歳
で
４
０

１（
ｋ
）に
資
産
を
保
有
し
て
い
る
勤
労
世
帯
の
４
０
１

（
ｋ
）及
び
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
資
産
額
（
中
央
値
）
を
所
得
階
層
別

に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
最
高
所
得
階

層
の
資
産
額
は
二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
二
年
に
か
け
て

図表４�　世帯主の年齢階級別401（ｋ）・IRA資産額の中央値
（401（ｋ）保有勤労世帯）

（注）�　非勤労世帯とIRAのみ保有する世帯は除いている
〔出所〕�　Chen�and�Munnell�（2023）、Figure10より作成

 

世
帯
主
の
年
齢
階
級
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八
〇
五
、
五
〇
〇
ド
ル
か
ら
一
、
〇
四
〇
、
〇
〇
〇
ド
ル

に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
４
０
１（
ｋ
）に
資
産
を
保
有

す
る
家
計
の
割
合
も
七
五
％
か
ら
七
六
％
に
わ
ず
か
で
は

あ
る
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
次
の
階
層
は
、
４
０
１

（
ｋ
）に
資
産
を
保
有
す
る
家
計
の
割
合
が
少
し
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
資
産
額
は
二
八
九
、
〇
〇
〇
ド
ル
か
ら
六

一
〇
、
〇
〇
〇
ド
ル
に
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
一
方
、

最
低
所
得
階
層
に
お
け
る
４
０
１（
ｋ
）に
資
産
を
保
有
す

る
家
計
の
割
合
は
二
一
％
か
ら
二
五
％
に
増
加
し
て
い
る

が
、
資
産
額
は
三
二
、
二
〇
〇
ド
ル
か
ら
二
五
、
〇
〇
〇

ド
ル
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
下
か
ら
二
番
目
の
所
得
階
層

は
、
資
産
額
が
七
五
、
〇
〇
〇
ド
ル
か
ら
一
〇
二
、
〇
〇

〇
ド
ル
へ
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
４
０
１（
ｋ
）に
資
産

を
保
有
す
る
家
計
の
割
合
は
四
八
％
か
ら
三
八
％
に
低
下

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
体
で
見
た
場
合
の
４
０
１（
ｋ
）

に
資
産
を
保
有
す
る
家
計
の
割
合
は
両
年
と
も
五
二
％

で
、
半
分
近
く
の
家
計
が
保
有
し
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら

図表５�　所得階層別401（ｋ）・IRA資産額の中央値および401（ｋ）保有世帯の割
合（401（ｋ）保有勤労世帯、世帯主年齢55-64歳）

所得階層
資産額の中央値（ドル） 401（ｋ）保有世帯の割合（％）

2019年 2022年 2019年 2022年

Lowest 32,200 25,000 21 25

2nd 75,000 102,000 48 38

3rd 97,000 220,000 53 61

4th 289,000 610,000 66 64

Highest 805,500 1,040,000 75 76

Total 144,000 204,000 52 52

〔出所〕　Chen�and�Munnell（2023）、Table5より作成
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筆
者
た
ち
は
公
的
年
金
制
度
の
支
払
い
能
力
を
確
保
す
る

こ
と
が
改
革
の
最
優
先
事
項
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
、
退
職
所
得
に
対
す
る
課
税
方
式

　

Ｉ
Ｒ
Ａ
や
４
０
１（
ｋ
）に
対
す
る
税
制
は
、
拠
出
時
非

課
税
、
運
用
時
非
課
税
、
給
付
時
課
税
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
課
税
方
式
は
、
課
税
をT

（T
axed

）、
非
課
税

をE

（Exem
pt

）で
表
し
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
と
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
てRoth�IRA

やRoth�401
（k

）と
い
っ
た

制
度
の
税
制
は
、
拠
出
時
課
税
、
運
用
時
非
課
税
、
給
付

時
非
課
税
と
な
っ
て
お
り
、
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
と
呼
ば
れ
る
。

　

Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
と
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
と
い
う
課
税
方
式
の
違
い
が
個

人
の
税
負
担
や
個
人
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
数
多
く

の
実
証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
や
や
古
い
研

究
で
あ
る
が
、Sm

ith�et�al.（2012

）は
、
金
融
に
関
す

る
知
識
が
あ
る
か
、
金
融
に
関
す
る
知
識
の
あ
る
人
を
通

じ
て
そ
の
知
識
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
個
人
は
、Roth�

IRA

を
保
有
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
。
こ

の
よ
う
に
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
連
さ
せ
た
研
究
も
行
わ

れ
て
い
る
。

　

最
近
の
研
究
で
は
、Cam

p�et�al.（2024

）が
通
常
の

４
０
１（
ｋ
）とRoth�401

（k

）に
つ
い
て
、
税
負
担
の
現

在
価
値
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
税
制
に
大
き
な
変

化
が
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
大
多
数
の
個
人
に
と
っ
て

は
、
通
常
の
４
０
１（
ｋ
）の
方
が
生
涯
に
わ
た
る
総
納
税

額
が
大
幅
に
少
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
、
実
際

に
ど
ち
ら
の
税
負
担
が
多
く
な
る
か
は
、
拠
出
時
と
給
付

時
の
税
率
を
ど
の
水
準
に
設
定
す
る
か
、
運
用
利
回
り
を

ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
っ
た
点
に
依
存
し
、
学
術

上
、
確
定
的
な
結
論
は
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

ま
た
課
税
方
式
を
評
価
す
る
基
準
は
個
人
の
税
負
担
を

ど
れ
だ
け
軽
減
で
き
る
か
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
い
の
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で
、
次
節
で
は
、
わ
が
国
の
学
術
研
究
の
動
向
と
合
わ
せ

て
課
税
方
式
の
評
価
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
。

五
、
お
わ
り
に

⑴
　
本
稿
の
ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
ま
ずInvestm

ent�Com
pany�Institute

の
資
料
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
退
職
資
産
の
全

体
像
を
把
握
し
た
。続
い
てChen�and�M

unnell�

（2023

）

の
議
論
を
取
り
上
げ
て
、
家
計
の
４
０
１（
ｋ
）や
Ｉ
Ｒ
Ａ

の
保
有
状
況
を
み
た
。
さ
ら
に
、
税
制
に
注
目
し
て
Ｅ
Ｅ

Ｔ
型
と
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら

の
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

・　

�

二
〇
二
四
年
三
月
末
時
点
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
退

職
資
産
総
額
は
三
九
・
九
兆
ド
ル
で
、
そ
の
う
ち

IRA
s

が
一
四
・
三
兆
ド
ル
、
民
間
と
政
府
を
合
わ

せ
た
Ｄ
Ｂ
プ
ラ
ン
が
一
二
・
一
兆
ド
ル
、
Ｄ
Ｃ
プ
ラ

ン
が
一
一
・
一
兆
ド
ル
（
う
ち
４
０
１（
ｋ
）が
七
・

八
兆
ド
ル
）
で
あ
る
。

・　

�

自
動
加
入
制
度
が
普
及
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド
の
導
入
に
よ
り
投
資

が
簡
素
化
さ
れ
た
。

・　

�

４
０
１（
ｋ
）に
資
産
を
持
つ
世
帯
主
年
齢
五
五－

六

四
歳
の
世
帯
で
は
、
４
０
１（
ｋ
）及
び
Ｉ
Ｒ
Ａ
資
産

額
（
中
央
値
）
が
増
加
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
増
加

は
高
所
得
世
帯
を
中
心
に
発
生
し
て
お
り
、
公
的
年

金
の
支
払
い
能
力
の
確
保
に
関
す
る
問
題
提
起
が
行

わ
れ
て
い
る
。

・　

�

資
産
形
成
支
援
制
度
に
対
す
る
課
税
方
式
に
は
、
Ｔ

Ｅ
Ｅ
型
と
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
両
者

を
比
較
し
た
研
究
が
数
多
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
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⑵
　
わ
が
国
へ
の
示
唆

　

最
後
に
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
て
簡
単
に

わ
が
国
の
資
産
形
成
支
援
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

　

Chen�and�M
unnell�

（2023

）は
４
０
１（
ｋ
）と
Ｉ
Ｒ

Ａ
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
一
方
で
、

公
的
年
金
制
度
の
支
払
い
能
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
わ
が
国
で
は
公
的
年
金
の

給
付
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
企
業
年

金
を
含
む
私
的
年
金
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
（
二
〇
二
四
）
で
は
、「
一
・
二
階
部

分
の
公
的
年
金
が
国
民
の
老
後
生
活
の
基
本
を
支
え
、
三

階
部
分
の
企
業
年
金
・
個
人
年
金
と
合
わ
せ
て
老
後
生
活

の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
公
的
年

金
と
私
的
年
金
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と

が
必
要
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、Chen�and�M

unnell�

（2023

）で
は
、
タ
ー
ゲ
ッ

ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
デ
ー
ト
フ
ァ
ン
ド
で
は
目
標
期
日
に
向
け
て

リ
ス
ク
資
産
の
比
率
が
減
少
し
て
い
く
よ
う
運
用
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
企
業
年
金
で
導
入
さ
れ
、
イ

ギ
リ
ス
の
企
業
年
金
で
法
制
化
さ
れ
て
い
る
集
団
的
確
定

拠
出
年
金
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
は
集
団
的
に
Ｄ
Ｃ
を
運
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
リ
ス
ク
を
世
代
間
で
分
散
し
な
が
ら
高
い
給

付
水
準
を
目
指
し
て
い
る
（
田
近
・
山
田
、
二
〇
二
四
）。

わ
が
国
で
も
企
業
年
金
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
分
散
と
給
付

水
準
の
確
保
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
に
関

す
る
諸
外
国
の
取
組
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

税
制
に
つ
い
て
注
目
す
る
と
、
わ
が
国
で
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

が
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
、
企
業
年
金
やiD

eCo

と
い
っ
た
私
的
年

金
が
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
で
あ
る
。
田
近
・
山
田
（
二
〇
二
一
）
で

示
し
た
よ
う
に
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
の
方
が
レ
ン
ト
に
課
税
す
る
こ

と
が
で
き
、
経
済
全
体
で
み
た
場
合
に
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
よ
り
も
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高
い
収
益
率
を
実
現
で
き
る
。
一
方
で
、
わ
が
国
を
対
象

に
し
て
Ｔ
Ｅ
Ｅ
型
と
Ｅ
Ｅ
Ｔ
型
を
実
証
的
に
比
較
し
た
研

究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

と
私
的
年
金
で
は
制
度
の
目
的
が
異
な
る
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

の
つ
み
た
て
投
資
枠
は
長
期
投
資
と
い
う
点
で
私
的
年
金

と
類
似
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
個
人
投
資
家
が
両
者
の
税

制
の
違
い
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
金
融
リ
テ
ラ

シ
ー
の
有
無
に
よ
っ
て
と
ら
え
方
が
異
な
る
の
か
、
と

い
っ
た
点
に
つ
い
て
実
証
研
究
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と

は
、
わ
が
国
の
資
産
形
成
支
援
制
度
の
発
展
に
寄
与
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
）

⑴　

レ
ポ
ー
ト
の
中
で
は
こ
の
改
革
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。
低
所
得
世
帯
の
た
め
に
公
的
年
金
の
再
分
配
効
果
を
高

め
る
意
図
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑵　

一
九
八
九
年
が
五
一
％
、
二
〇
二
二
年
が
五
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
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